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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ステアリングシャフトの途中に設けられたトーションバーの捻れに基づき操舵トルクを
検出するトルクセンサと、前記トーションバーよりも転舵輪側において操舵系にステアリ
ング操作を補助するためのアシスト力を付与する操舵力補助装置と、検出される操舵トル
クに基づいて前記操舵力補助装置の作動を制御する制御手段と、前記トルクセンサの異常
を検出する異常検出手段と、前記トーションバーよりもステアリング側の第１の舵角を検
出する第１舵角検出手段と、前記トーションバーよりも転舵輪側の第２の舵角を検出する
第２舵角検出手段とを備え、前記制御手段は、前記トルクセンサの異常が検出された場合
には、検出される第１の舵角に基づく代替アシスト制御を実行するとともに、前記第１の
舵角の変化に対して前記第２の舵角の変化が先行する場合には、前記操舵系に対するアシ
スト力の付与を停止する電動パワーステアリング装置において、
　前記ステアリングの回転状態に基づき前記ステアリング操作の状態が切り戻し状態であ
るか否かを判定する判定手段を備え、　
　前記制御手段は、前記ステアリング操作の状態が切り戻し状態である場合には、前記操
舵系に付与するアシスト力を低減すること、を特徴とする電動パワーステアリング装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の電動パワーステアリング装置において、
　前記制御手段は、前記操舵系に付与するアシスト力をゼロに低減すること、
　を特徴とする電動パワーステアリング装置。
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【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の電動パワーステアリング装置において、
　前記第１の舵角の変化に対して前記第２の舵角の変化が先行するか否かの判定は、前記
第１の舵角と前記第２の舵角との差分値に基づき行なわれるものであって、
　前記第１の舵角の変化に対して前記第２の舵角の変化が先行する場合において、その先
行状態を解消すべく実行されるアシスト力付与の停止及びその先行状態の解消によるアシ
スト力付与の再開により生ずる前記トーションバーの共振に対応する周波数帯域について
、その制御の安定化を図るべく、前記差分値の位相補償制御を行なう位相補償手段を備え
たこと、を特徴とする電動パワーステアリング装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の電動パワーステアリング装置において、
　前記位相補償手段は、その位相補償制御として、位相進み遅れ補償を行なうこと、
　を特徴とする電動パワーステアリング装置。
【請求項５】
　ステアリングシャフトの途中に設けられたトーションバーの捻れに基づき操舵トルクを
検出するトルクセンサと、前記トーションバーよりも転舵輪側において操舵系にステアリ
ング操作を補助するためのアシスト力を付与する操舵力補助装置と、検出される操舵トル
クに基づいて前記操舵力補助装置の作動を制御する制御手段と、前記トルクセンサの異常
を検出する異常検出手段と、前記トーションバーよりもステアリング側の第１の舵角を検
出する第１舵角検出手段と、前記トーションバーよりも転舵輪側の第２の舵角を検出する
第２舵角検出手段とを備え、前記制御手段は、前記トルクセンサの異常が検出された場合
には、検出される第１の舵角に基づく代替アシスト制御を実行するとともに、前記第１の
舵角の変化に対して前記第２の舵角の変化が先行する場合には、前記操舵系に対するアシ
スト力の付与を停止する電動パワーステアリング装置において、
　前記第１の舵角の変化に対して前記第２の舵角の変化が先行するか否かの判定は、前記
第１の舵角と前記第２の舵角との差分値に基づき行なわれるものであって、
　前記第１の舵角の変化に対して前記第２の舵角の変化が先行する場合において、その先
行状態を解消すべく実行されるアシスト力付与の停止及びその先行状態の解消によるアシ
スト力付与の再開により生ずる前記トーションバーの共振に対応する周波数帯域について
、その制御の安定化を図るべく、前記差分値の位相補償制御を行なう位相補償手段を備え
たこと、を特徴とする電動パワーステアリング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動パワーステアリング装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両用のパワーステアリング装置には、モータを駆動源とする電動パワーステア
リング装置（ＥＰＳ）がある。通常、このようなＥＰＳでは、ステアリングシャフトの途
中にトルクセンサが設けられており、操舵系に付与するアシスト力の制御は、その検出さ
れる操舵トルクに基づいて行なわれる。そのため、トルクセンサに何らかの異常が生じた
場合、何の手立てもないとすれば、そのパワーアシスト制御を停止せざるを得なくなる。
【０００３】
　そこで、従来、このようにトルクセンサに異常が生じた場合には、ステアリングセンサ
により検出される操舵角に基づいて、代替的なアシスト制御を実行する様々な方法が提案
されている。
【０００４】
　例えば、特許文献１に記載のＥＰＳは、操舵角及び操舵速度に基づいて操舵トルクに代
替する制御目標値を演算する。また、特許文献２には、操舵角及びモータ角からトーショ
ンバーの捻れ角を演算することにより代替的に操舵トルクを検出する構成が開示されてい
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る。そして、このような操舵角に基づく代替アシスト制御を実行することにより、トルク
センサ異常時においても、継続して操舵系にアシスト力を付与することが可能となってい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－３３８５６２号公報
【特許文献２】特開２００５－２１９５７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、通常、ステアリングセンサによる操舵角の検出精度は、トルクセンサを構成
する各回転角センサの検出精度と比較して著しく粗いものとなっている。これは、操舵角
の微小変化が車両の走行状態に与える影響は極めて限定的であるため、一般的な車両制御
においては、その検出精度が問題となることは極めて稀だからである。従って、上記特許
文献２のように操舵角からトーションバーの捻れ角を演算しようとすれば、そのステアリ
ングセンサに、通常時には過剰ともいえる検出精度を求めざるをえないことになる。
【０００７】
　一方、上記特許文献１のように操舵角に基づいて代替的な制御目標値を演算する構成で
は、その制御目標値の演算は、主として、操舵角（及び操舵速度、並びにこれらの変化）
に示される操舵状態を推定することにより行なわれる。このため、上記一般的な車両制御
の場合と同様、そのステアリングセンサに過度の検出精度を要求とせず、その結果、検出
精度を確保するためのコスト増を回避することができるという利点がある。
【０００８】
　ところが、このような操舵状態の推定による制御目標値を用いた代替アシスト制御では
、操舵系に付与したアシスト力が制御にフィードバックされないため、当該アシスト力に
過不足が生ずる可能性がある。そして、特に、アシスト力が過剰である場合には、転舵が
ステアリング操作に先行する所謂セルフステアの発生により、運転者に不安を与えてしま
うおそれがある。
【０００９】
　そこで、例えば、駆動源であるモータに設けられた回転角センサ（レゾルバ等）により
、トーションバーよりも転舵輪側の回転角を検出する。そして、当該回転角の変化が操舵
角の変化よりも先行する場合には、上記セルフステアが発生したものと判定して、その操
舵系に対するアシスト力の付与を停止する方法が考えられる。
【００１０】
　しかしながら、このような対策を施したとしても、その代替的なアシスト制御が操舵角
に基づくものである以上、アシスト力付与の停止によるセルフステアの解消とともに、操
舵系に対するアシスト力の付与が再開される。このため、そのアシスト力付与の再開によ
りセルフステアが再発した場合には、こうしたアシスト力の付与の停止及び再開が繰り返
し行なわれることになる。その結果、ステアリングシャフトに設けられた上記トーション
バーが共振し、ステアリングの振動を伴いつつ、そのセルフステアが進行してしまうおそ
れがあり、この点において、なお改善の余地を残すものとなっていた。
【００１１】
　本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであって、その目的は、トルクセ
ンサ異常時の代替的なアシスト制御時においても過剰アシストの発生を抑えて安定的にア
シスト力付与を継続することのできる電動パワーステアリング装置を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記問題点を解決するために、請求項１に記載の発明は、ステアリングシャフトの途中
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に設けられたトーションバーの捻れに基づき操舵トルクを検出するトルクセンサと、前記
トーションバーよりも転舵輪側において操舵系にステアリング操作を補助するためのアシ
スト力を付与する操舵力補助装置と、検出される操舵トルクに基づいて前記操舵力補助装
置の作動を制御する制御手段と、前記トルクセンサの異常を検出する異常検出手段と、前
記トーションバーよりもステアリング側の第１の舵角を検出する第１舵角検出手段と、前
記トーションバーよりも転舵輪側の第２の舵角を検出する第２舵角検出手段とを備え、前
記制御手段は、前記トルクセンサの異常が検出された場合には、検出される第１の舵角に
基づく代替アシスト制御を実行するとともに、前記第１の舵角の変化に対して前記第２の
舵角の変化が先行する場合には、前記操舵系に対するアシスト力の付与を停止する電動パ
ワーステアリング装置において、前記ステアリングの回転状態に基づき前記ステアリング
操作の状態が切り戻し状態であるか否かを判定する判定手段を備え、前記制御手段は、前
記ステアリング操作の状態が切り戻し状態である場合には、前記操舵系に付与するアシス
ト力を低減すること、を要旨とする。
【００１３】
　請求項２に記載の発明は、前記制御手段は、前記操舵系に付与するアシスト力をゼロに
低減すること、を要旨とする。
　即ち、トーションバーの共振により第１の舵角の変化に対して前記第２の舵角の変化が
先行する状況、即ちセルフステアが進行する場合には、そのステアリング操作の状態が、
第１の舵角の絶対値を増大させる所謂「切り込み」と、同第１の舵角の絶対値を減少させ
る上記「切り戻し」との間で小刻みに切り替わる。ところが、通常、第１の舵角に基づく
代替アシスト制御の実行時には、その第１の舵角の発生方向に対してアシスト力が付与さ
れる。そのため、ステアリング操作の方向に関わらず、セルフステアの解消とほぼ同時に
、切り込み方向のアシスト力が付与されることになり、その結果、トーションバーの共振
が助長される。
【００１４】
　この点、上記各構成によれば、少なくとも切り戻し状態である場合には、その切り込み
方向にセルフステアの発生させるアシスト力が低減される。その結果、トーションバーの
共振を抑えることができ、ひいては、その切り込み方向におけるセルフステアの進行を抑
制することができる。特に、請求項２のように、操舵系に付与するアシスト力をゼロに低
減、或いは略ゼロに低減し、実質的にそのアシスト力付与を停止することで、より顕著な
効果を得ることができる。そして、これにより、トルクセンサ異常時の代替的なアシスト
制御時においても、安定的にアシスト力付与を継続することができるようになる。
【００１５】
　請求項３に記載の発明は、前記第１の舵角の変化に対して前記第２の舵角の変化が先行
するか否かの判定は、前記第１の舵角と前記第２の舵角との差分値に基づき行なわれるも
のであって、前記第１の舵角の変化に対して前記第２の舵角の変化が先行する場合におい
て、その先行状態を解消すべく実行されるアシスト力付与の停止及びその先行状態の解消
によるアシスト力付与の再開により生ずる前記トーションバーの共振に対応する周波数帯
域について、その制御の安定化を図るべく、前記差分値の位相補償制御を行なう位相補償
手段を備えたこと、を要旨とする。
【００１６】
　即ち、セルフステア抑制制御の基礎となる第１の舵角と前記第２の舵角との差分値につ
いて、その急峻な変化を抑えるように位相補償制御を行なうことで、制御の安定性を高め
ることができる。従って、上記構成によれば、トーションバーの共振を抑えて、セルフス
テアの進行を抑制することができる。
【００１７】
　請求項４に記載の発明は、前記位相補償手段は、その位相補償制御として、位相進み遅
れ補償を行なうこと、を要旨とする。
　上記構成によれば、応答性の悪化を招くことなく、差分値の急峻な変化を抑えることが
できる。その結果、より効果的にトーションバーの共振を抑えて、セルフステアの進行を
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抑制することができる。
【００１８】
　請求項５に記載の発明は、ステアリングシャフトの途中に設けられたトーションバーの
捻れに基づき操舵トルクを検出するトルクセンサと、前記トーションバーよりも転舵輪側
において操舵系にステアリング操作を補助するためのアシスト力を付与する操舵力補助装
置と、検出される操舵トルクに基づいて前記操舵力補助装置の作動を制御する制御手段と
、前記トルクセンサの異常を検出する異常検出手段と、前記トーションバーよりもステア
リング側の第１の舵角を検出する第１舵角検出手段と、前記トーションバーよりも転舵輪
側の第２の舵角を検出する第２舵角検出手段とを備え、前記制御手段は、前記トルクセン
サの異常が検出された場合には、検出される第１の舵角に基づく代替アシスト制御を実行
するとともに、前記第１の舵角の変化に対して前記第２の舵角の変化が先行する場合には
、前記操舵系に対するアシスト力の付与を停止する電動パワーステアリング装置において
、前記第１の舵角の変化に対して前記第２の舵角の変化が先行するか否かの判定は、前記
第１の舵角と前記第２の舵角との差分値に基づき行なわれるものであって、前記第１の舵
角の変化に対して前記第２の舵角の変化が先行する場合において、その先行状態を解消す
べく実行されるアシスト力付与の停止及びその先行状態の解消によるアシスト力付与の再
開により生ずる前記トーションバーの共振に対応する周波数帯域について、その制御の安
定化を図るべく、前記差分値の位相補償制御を行なう位相補償手段を備えたこと、を要旨
とする。
【００１９】
　即ち、セルフステア抑制制御の基礎となる第１の舵角と前記第２の舵角との差分値につ
いて、その急峻な変化を抑えるように位相補償制御を行なうことで、制御の安定性を高め
ることができる。従って、上記構成によれば、トーションバーの共振を抑えて、セルフス
テアの進行を抑制することができる。その結果、トルクセンサ異常時の代替的なアシスト
制御時においても、安定的にアシスト力付与を継続することができるようになる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、トルクセンサ異常時の代替的なアシスト制御時においても過剰アシス
トの発生を抑えて安定的にアシスト力付与を継続することが可能な電動パワーステアリン
グ装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】電動パワーステアリング装置（ＥＰＳ）の概略構成図。
【図２】ＥＰＳの制御ブロック図。
【図３】（ａ）（ｂ）舵角差分値と抑制ゲインとが関連付けられたマップの概略構成図。
【図４】（ａ）位相遅れフィルタのゲイン特性を示す説明図、（ｂ）位相進みフィルタの
位相特性を示す説明図。
【図５】切り戻し時におけるアシスト力の停止についての処理手順を示すフローチャート
。
【図６】切り戻し時におけるアシスト力の低減についての処理手順を示すフローチャート
。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明を具体化した一実施形態を図面に従って説明する。
　図１に示すように、本実施形態の電動パワーステアリング装置（ＥＰＳ）１において、
ステアリング２が固定されたステアリングシャフト３は、ラックアンドピニオン機構４を
介してラック軸５と連結されており、ステアリング操作に伴うステアリングシャフト３の
回転は、ラックアンドピニオン機構４によりラック軸５の往復直線運動に変換される。尚
、本実施形態のステアリングシャフト３は、コラムシャフト３ａ、インターミディエイト
シャフト３ｂ、及びピニオンシャフト３ｃを連結してなる。そして、このステアリングシ
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ャフト３の回転に伴うラック軸５の直線運動が、同ラック軸５の両端に連結されたタイロ
ッド６を介して図示しないナックルに伝達されることにより、転舵輪７の舵角、即ち車両
の進行方向が変更される。
【００２３】
　また、ＥＰＳ１は、操舵系にステアリング操作を補助するためのアシスト力を付与する
操舵力補助装置としてのＥＰＳアクチュエータ１０と、該ＥＰＳアクチュエータ１０の作
動を制御する制御手段としてのＥＣＵ１１とを備えている。
【００２４】
　本実施形態のＥＰＳアクチュエータ１０は、駆動源であるモータ１２が減速機構１３を
介してコラムシャフト３ａと駆動連結された所謂コラム型のＥＰＳアクチュエータとして
構成されている。そして、ＥＰＳアクチュエータ１０は、モータ１２の回転を減速してコ
ラムシャフト３ａに伝達することにより、そのモータトルクをアシスト力として操舵系に
付与する構成となっている。
【００２５】
　一方、ＥＣＵ１１には、トルクセンサ１４、車速センサ１５及び第１舵角検出手段とし
てのステアリングセンサ（操舵角センサ）１６が接続されている。そして、ＥＣＵ１１は
、これら各センサの出力信号に基づいて、車速Ｖ、操舵トルクτ及び操舵角θsを検出す
る。
【００２６】
　詳述すると、本実施形態では、コラムシャフト３ａの途中、詳しくは、上記ＥＰＳアク
チュエータ１０を構成する減速機構１３よりもステアリング２側にトーションバー１７が
設けられている。そして、本実施形態のトルクセンサ１４は、このトーションバー１７の
捩れに基づいて、ステアリングシャフト３を介して伝達される操舵トルクτを検出可能な
センサ信号Ｓa，Ｓbを出力するセンサ素子１４ａ，１４ｂを備えて構成されている。
【００２７】
　尚、このようなトルクセンサは、例えば、特開２００３－１４９０６２号公報に示され
るように、トーションバー１７の捩れに基づき磁束変化を生ずるセンサコア（図示略）の
外周に、二つの磁気検出素子（本実施形態ではホールＩＣ）を上記各センサ素子１４ａ，
１４ｂとして配置することにより形成することが可能である。
【００２８】
　即ち、回転軸であるステアリングシャフト３に対するトルク入力によりトーションバー
１７が捻れることで、その各センサ素子１４ａ，１４ｂを通過する磁束が変化する。そし
て、本実施形態のトルクセンサ１４は、その磁束変化に伴い変動する各センサ素子１４ａ
，１４ｂの出力電圧を、それぞれセンサ信号Ｓa，Ｓbとして、ＥＣＵ１１に出力する構成
となっている。
【００２９】
　また、本実施形態のステアリングセンサ１６は、トルクセンサ１４よりもステアリング
２側においてコラムシャフト３ａに固定された回転子１８と、該回転子１８の回転に伴う
磁束変化を検出するセンサ素子（ホールＩＣ）１９とを備えた磁気式の回転角センサによ
り構成されている。
【００３０】
　そして、ＥＣＵ１１は、これら検出される各状態量に基づいて目標アシスト力を演算し
、当該目標アシスト力をＥＰＳアクチュエータ１０に発生させるべく、その駆動源である
モータ１２への駆動電力の供給を通じて、該ＥＰＳアクチュエータ１０の作動、即ち操舵
系に付与するアシスト力を制御する構成となっている。
【００３１】
　次に、本実施形態のＥＰＳにおけるアシスト制御の態様について説明する。
　図２に示すように、ＥＣＵ１１は、モータ制御信号を出力するマイコン２１と、そのモ
ータ制御信号に基づいて、ＥＰＳアクチュエータ１０の駆動源であるモータ１２に駆動電
力を供給する駆動回路２２とを備えて構成されている。
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【００３２】
　本実施形態では、ＥＣＵ１１には、モータ１２に通電される実電流値Ｉを検出するため
の電流センサ２３、及びモータ１２の回転角θmを検出するための回転角センサ２４（図
１参照）が接続されている。そして、マイコン２１は、上記各車両状態量、並びにこれら
電流センサ２３及び回転角センサ２４の出力信号に基づき検出されたモータ１２の実電流
値Ｉ及び回転角θmに基づいて、駆動回路２２に出力するモータ制御信号を生成する。
【００３３】
　尚、以下に示す各制御ブロックは、マイコン２１が実行するコンピュータプログラムに
より実現されるものである。そして、同マイコン２１は、所定のサンプリング周期で上記
各状態量を検出し、所定周期毎に以下の各制御ブロックに示される各演算処理を実行する
ことにより、モータ制御信号を生成する。
【００３４】
　詳述すると、マイコン２１は、モータ１２に対する電力供給の目標値である電流指令値
Ｉ*を演算する電流指令値演算部２５と、電流指令値演算部２５により算出された電流指
令値Ｉ*に基づいてモータ制御信号を出力するモータ制御信号出力部２６とを備えている
。
【００３５】
　電流指令値演算部２５には、上記アシスト力目標値の基礎成分としての基本アシスト制
御量Ｉas*を演算する基本アシスト制御部２７が設けられており、本実施形態では、この
基本アシスト制御部２７には、車速Ｖ及び操舵トルクτが入力されるようになっている。
【００３６】
　ここで、本実施形態では、トルクセンサ１４が出力するセンサ信号Ｓa，Ｓbは、マイコ
ン２１に設けられた操舵トルク検出部２９に入力されるようになっており、基本アシスト
制御部２７には、同操舵トルク検出部２９において各センサ信号Ｓa，Ｓbに基づき検出さ
れる操舵トルクτが入力されるようになっている。そして、基本アシスト制御部２７は、
当該操舵トルクτの絶対値が大きいほど、また車速Ｖが小さいほど、より大きなアシスト
力を付与すべき旨の基本アシスト制御量Ｉas*を演算する構成となっている。
【００３７】
　また、本実施形態では、上記操舵トルク検出部２９には、トルクセンサ１４の出力する
センサ信号Ｓa，Ｓbに基づき同トルクセンサ１４の異常を検出する異常検出手段としての
機能が備えられており、同操舵トルク検出部２９は、その検出結果を示す異常検出信号Ｓ
trを電流指令値演算部２５に出力する。そして、電流指令値演算部２５は、その入力され
る異常検出信号Ｓtrが正常である旨を示すものである場合、即ちトルクセンサ１４が正常
に作動している通常時には、この基本アシスト制御量Ｉas*に基づく値を上記電流指令値
Ｉ*として、モータ制御信号出力部２６に出力する構成となっている。
【００３８】
　一方、モータ制御信号出力部２６には、この電流指令値演算部２５が出力する電流指令
値Ｉ*とともに、電流センサ２３により検出された実電流値Ｉ、及び回転角センサ２４に
より検出されたモータ１２の回転角θmが入力される。そして、モータ制御信号出力部２
６は、この電流指令値Ｉ*に実電流値Ｉを追従させるべくフィードバック制御を実行する
ことによりモータ制御信号を演算する。
【００３９】
　具体的には、本実施形態では、モータ１２には、三相（Ｕ，Ｖ，Ｗ）の駆動電力の供給
により回転するブラシレスモータが用いられている。そして、モータ制御信号出力部２６
は、実電流値Ｉとして検出されたモータ１２の相電流値（Ｉu，Ｉv，Ｉw）をｄ／ｑ座標
系のｄ，ｑ軸電流値に変換（ｄ／ｑ変換）することにより、上記電流フィードバック制御
を行う。
【００４０】
　即ち、電流指令値Ｉ*は、ｑ軸電流指令値としてモータ制御信号出力部２６に入力され
、モータ制御信号出力部２６は、回転角センサ２４により検出された回転角θmに基づい



(8) JP 5381536 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

て相電流値（Ｉu，Ｉv，Ｉw）をｄ／ｑ変換する。また、モータ制御信号出力部２６は、
そのｄ，ｑ軸電流値及びｑ軸電流指令値に基づいてｄ，ｑ軸電圧指令値を演算する。そし
て、そのｄ，ｑ軸電圧指令値をｄ／ｑ逆変換することにより相電圧指令値（Ｖu*，Ｖv*，
Ｖw*）を演算し、当該相電圧指令値に基づいてモータ制御信号を生成する。
【００４１】
　このようにして生成されたモータ制御信号は、マイコン２１から駆動回路２２へと出力
され、同駆動回路２２により当該モータ制御信号に基づく三相の駆動電力がモータ１２へ
と供給される。そして、その操舵トルクτに基づくアシスト力目標値としての電流指令値
Ｉ*に相当するモータトルクが発生することにより、当該アシスト力目標値に対応するア
シスト力が操舵系に付与される構成となっている。
【００４２】
　また、本実施形態では、上記電流指令値演算部２５には、ステアリングセンサ１６によ
り検出される操舵角θsに基づいて代替アシスト制御量Ｉsb*を演算する代替アシスト制御
部３０が設けられている。そして、本実施形態の電流指令値演算部２５は、トルクセンサ
１４に何らかの異常が発生した場合には、この代替アシスト制御部３０が演算する代替ア
シスト制御量Ｉsb*に基づく値を、上記電流指令値Ｉ*としてモータ制御信号出力部２６に
出力する構成となっている。
【００４３】
　詳述すると、本実施形態の代替アシスト制御部３０には、操舵角θsに加え、操舵速度
ωs及び車速Ｖが入力されるようになっている。そして、代替アシスト制御部３０は、こ
れらの各状態量に基づいて、その代替アシスト制御量Ｉsb*の演算を実行する。尚、この
代替アシスト制御量Ｉsb*の演算の詳細については、例えば上記特許文献１に記載の内容
を参照されたい。
【００４４】
　また、本実施形態の電流指令値演算部２５には、切替制御部３１が設けられており、代
替アシスト制御部３０において演算された代替アシスト制御量Ｉsb*は、上記基本アシス
ト制御部２７において演算された基本アシスト制御量Ｉas*及び上記操舵トルク検出部２
９の出力する異常検出信号Ｓtrとともに、この切替制御部３１に入力される。そして、同
切替制御部３１は、その入力される異常検出信号Ｓtrがトルクセンサ１４の異常を示すも
のである場合には、上記基本アシスト制御量Ｉas*に代えて、代替アシスト制御量Ｉsb*を
出力する構成となっている。
【００４５】
　ここで、上述のように、この操舵角θsに基づく代替アシスト制御は、基本的に当該操
舵角θsを介した操舵状態の推定により、その操舵角θsの発生方向に対してアシスト力を
付与するものである。このため、その操舵系に付与したアシスト力が当該代替アシスト制
御にフィードバックされず、結果として、そのアシスト力に過不足が生ずる可能性がある
。
【００４６】
　そこで、本実施形態の電流指令値演算部２５には、そのアシスト力過剰が引き起こす問
題、即ち過剰アシスト力により転舵がステアリング操作に先行する所謂セルフステアの発
生を抑制すべくセルフステア抑制制御部３２が設けられている。そして、セルフステアの
発生時には、このセルフステア抑制制御部３２の実行するセルフステア抑制制御によって
、操舵系に対するアシスト力付与を停止することにより、そのセルフステアの抑制を図る
構成となっている。
【００４７】
　詳述すると、本実施形態のマイコン２１には、モータ１２の回転角θmを、ステアリン
グシャフト３におけるトーションバー１７よりも転舵輪７側の回転角、即ち第２の舵角に
換算した換算舵角θcnvを演算する換算舵角演算部３３が設けられている。即ち、本実施
形態では、この換算舵角演算部３３及びモータ１２に設けられた回転角センサ２４により
第２舵角検出手段が構成されている。そして、本実施形態のセルフステア抑制制御部３２
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は、この換算舵角演算部３３により演算される換算舵角θcnvと、トーションバー１７よ
りもステアリング２側の第１の舵角、即ち上記ステアリングセンサ１６により検出される
操舵角θsとに基づいて、上記のようなセルフステアが発生しているか否かを判定する（
セルフステア判定）。
【００４８】
　即ち、セルフステアは、アシスト力の過剰によって、転舵がステアリング操作に先行す
る現象であり、当該セルフステアの発生時には、ステアリングシャフト３は、そのトーシ
ョンバー１７の転舵輪７側が、そのステアリング２側に先立って操舵方向に捩れることに
なる。従って、第１の舵角としての操舵角θsの変化と第２の回転角である換算舵角θcnv
の変化との比較において、当該換算舵角θcnvの変化がトーションバー１７を挟んでステ
アリング２側の回転角である操舵角θsの変化に先行する場合には、セルフステアが発生
していると判定することが可能である。
【００４９】
　また、セルフステア抑制制御部３２は、上記のようなセルフステア判定の結果に基づい
て、セルフステアを抑制すべく操舵系に付与するアシスト力を低減可能な抑制ゲインＫsl
fを演算する。そして、本実施形態では、このセルフステア抑制制御部３２が出力する抑
制ゲインＫslfを、乗算器３４において、上記代替アシスト制御部３０の出力する代替ア
シスト制御量Ｉsb*の乗算することにより、そのセルフステア抑制制御として、セルフス
テア発生時におけるアシスト力の停止が実行されるようになっている。
【００５０】
　具体的には、本実施形態のセルフステア抑制制御部３２は、そのセルフステア判定の結
果がセルフステアの発生を示すものである場合には、抑制ゲインＫslfとして「０」を演
算する。そして、その判定結果が、セルフステアの発生を否定するものである場合には、
抑制ゲインＫslfとして「１」を演算する。
【００５１】
　即ち、セルフステアの発生時には、その抑制ゲインＫslfを乗じた後の代替アシスト制
御量Ｉsb*が「０」となることで、電流指令値演算部２５の出力する電流指令値Ｉ*も基本
的に「０」となる。そして、この駆動電力の停止により操舵系に付与するアシスト力を急
漸減し、そのセルフステアを引き起こす要因となるアシスト力過剰を解消することにより
、当該セルフステアの発生を抑制する構成となっている。
【００５２】
　尚、本実施形態では、セルフステア抑制制御部３２には、上記操舵トルク検出部２９の
出力する異常検出信号Ｓtrが入力されるようになっており、セルフステア抑制制御部３２
は、この異常検出信号Ｓtrに基づいて、トルクセンサ１４の異常を検知する。そして、ト
ルクセンサ１４に異常のない場合、即ち上記基本アシスト制御部２７が出力する基本アシ
スト制御量Ｉas*に基づき電流指令値Ｉ*が演算される通常制御時には、抑制ゲインＫslf
として「１」を出力するように構成されている。
【００５３】
　さらに詳述すると、本実施形態のセルフステア抑制制御部３２には、上記操舵トルク検
出部２９が出力する異常検出信号Ｓtr、操舵角θs及び換算舵角θcnvが入力される。また
、本実施形態では、減算器３５において、操舵角θsから換算舵角θcnvを減算することに
より舵角差分値θdfが演算されるようになっており（θdf＝θs－θcnv）、セルフステア
抑制制御部３２には、上記異常検出信号Ｓtr、操舵角θs及び換算舵角θcnvとともに、こ
の舵角差分値θdf（θdf´）が入力される。そして、セルフステア抑制制御部３２は、こ
の舵角差分値θdfに示されるセルフステアの発生状態、即ち第１の舵角である操舵角θs
の変化に対して第２の舵角である換算舵角θcnvの変化が先行する状況にあるか否かに基
づいて、上記抑制ゲインＫslfを演算する構成となっている。
【００５４】
　具体的には、本実施形態のセルフステア抑制制御部３２は、図３（ａ）（ｂ）に示され
るような上記舵角差分値θdfと抑制ゲインＫslfとが関連付けられたマップ３２ａ，３２
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ｂを備えている。本実施形態では、図３（ａ）に示すマップ３２ａは、操舵角θsの発生
方向が「右」である場合（右切り、操舵角θsの符号は「＋」）に対応して設計され、図
３（ｂ）に示すマップ３２ｂは、その操舵角θsの発生方向が「左」である場合（左切り
、操舵角θsの符号は「－」）に対応して設計されている。そして、セルフステア抑制制
御部３２は、その操舵角θsの発生方向に応じて、これらの各マップ３２ａ，３２ｂを用
いたマップ演算を行なうことにより、その抑制ゲインＫslfを演算する。
【００５５】
　即ち、セルフステアの発生を示す換算舵角θcnvの変化が操舵角θsの変化に「先行」す
る状態としては、例えば、「右切り時」、その操舵角θs及び換算舵角θcnvの変化方向が
ともに「右」である場合において、操舵角θsよりも換算舵角θcnvの方が「右」側にある
場合がこれに該当する。そして、「右切り時」における操舵角θs及び換算舵角θcnvの符
号はともに「＋」であることから、上記のようなセルフステアが発生している状態におい
ては、その舵角差分値θdfの符号は「－」となる。
【００５６】
　本実施形態では、図３（ａ）に示される上記「右切時」用のマップ３２ａは、このよう
な状況に対応して、その舵角差分値θdfの符号が「－」である場合（θdf＜０）には、抑
制ゲインＫslfが「０」となるように、また、その符号が「＋」又はその値が「０」であ
る場合（θdf≧０）には、抑制ゲインＫslfが「１」となるように設計されている。
【００５７】
　同様に、「左切り時」には、その操舵角θs及び換算舵角θcnvの変化方向がともに「左
」、且つ操舵角θsよりも換算舵角θcnvの方が「左」側にある場合が、セルフステアの発
生を示す状態となり、「左切り時」に対応する符号は「－」であることから、この場合に
おける舵角差分値θdfの符号は「＋」となる。そして、図３（ｂ）に示される上記「左切
時」用のマップ３２ｂは、このような状況に対応して、その舵角差分値θdfの符号が「＋
」である場合（θdf＞０）には、抑制ゲインＫslfが「０」となるように、また、その符
号が「－」又はその値が「０」である場合（θdf≦０）には、抑制ゲインＫslfが「１」
となるように設計されている。
【００５８】
　そして、本実施形態のセルフステア抑制制御部３２は、このように構成された各マップ
３２ａ，３２ｂを用いたマップ演算の実行により、そのセルフステア判定と抑制ゲインＫ
slfの演算とを同時に処理する構成となっている。
【００５９】
　（共振抑制制御）
　次に、セルフステア抑制制御実行時におけるトーションバーの共振抑制制御について説
明する。
【００６０】
　上述のように、上記のようなセルフステア抑制制御の実行により、アシスト力の付与の
停止及び再開が繰り返されることで、ステアリングシャフト３に設けられたトーションバ
ー１７が共振し、その結果、ステアリング２の振動を伴いつつ、そのセルフステアが進行
してしまう可能性がある。
【００６１】
　この点を踏まえ、図２に示すように、本実施形態のマイコン２１（電流指令値演算部２
５）には、そのセルフステア抑制制御の基礎となる舵角差分値θdfの位相補償制御を実行
する位相補償手段としての位相補償制御部３６が設けられている。そして、本実施形態で
は、その位相補償後の舵角差分値θdf´に基づいて、上記セルフステア抑制制御を実行す
ることにより、その安定性を高める構成となっている。
【００６２】
　詳述すると、本実施形態の位相補償制御部３６は、図４（ａ）に示されるようなゲイン
特性を有する位相遅れフィルタ３６ａ、及び図４（ｂ）に示されるような位相特性を有す
る位相進みフィルタ３６ｂを備えている。具体的には、図４（ａ）に示すように、位相遅
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れフィルタ３６ａは、トーションバー１７の共振点（同図中、実線Ｌに示される周波数）
を中心とする所定の周波数帯域（共振周波数帯域）において、そのゲインが下がるように
設計されている。また、図４（ｂ）に示すように、位相進みフィルタ３６ｂは、同共振周
波数帯域において、その位相が進むように設計されている。尚、本実施形態では、これら
の共振点及び共振周波数帯域は、実験或いはシミュレーション等により、その車両（車種
）毎に設定されている。そして、位相補償制御部３６は、上記舵角差分値θdfに対し、こ
れら位相遅れフィルタ３６ａ及び位相進みフィルタ３６ｂを用いた位相進み遅れ補償を実
行することにより、上記のようなトーションバー１７の共振が顕著となる共振周波数帯域
における制御の安定化を図る構成となっている。
【００６３】
　また、本実施形態では、上記セルフステア抑制制御部３２は、その各マップ３２ａ，３
２ｂを用いたセルフステア判定及び抑制ゲインＫslfの演算に先立って、そのステアリン
グ操作の状態（操舵状態）が、操舵角θsの絶対値を減少させる所謂「切り戻し」状態で
あるか否かを判定する。そして、切り戻し状態であると判定した場合には、セルフステア
の如何に関わらず上記抑制ゲインＫslfとして「０」を出力することにより、そのアシス
ト力付与を停止させるようになっている。
【００６４】
　即ち、トーションバー１７の共振によりステアリング２の振動を伴いつつセルフステア
が進行する場合には、そのステアリング操作の状態が、操舵角θsの絶対値を増大させる
所謂「切り込み」と上記「切り戻し」との間で小刻みに切り替わる状況となる。ここで、
本来、「切り戻し」方向のステアリング操作は、切り込み方向に生じたセルフステアを解
消させる作用を有している。ところが、操舵角θsに基づく代替アシスト制御の実行時に
は、そのステアリング操作の方向に関わらず、操舵角θsの発生方向に対してアシスト力
が付与されるため、そのセルフステアの解消とほぼ同時に、切り込み方向のアシスト力が
付与されることになる。そして、これにより、トーションバー１７の共振が助長される結
果、その切り込み方向のセルフステアが、より一層、進行してしまうのである。
【００６５】
　しかしながら、上記のように、切り戻し状態である場合には、セルフステアの如何に関
わらずアシスト力の付与を停止することで、その切り込み方向にセルフステアを発生させ
るアシスト力が低減される。そして、本実施形態では、これにより、トーションバーの共
振を抑え、ひいては、その切り込み方向におけるセルフステアの進行を抑制することが可
能となっている。
【００６６】
　詳述すると、図５のフローチャートに示すように、セルフステア抑制制御部３２は、操
舵角θsの発生方向を判定すると（ステップ１０１）、続いて、そのステアリング操作の
状態を判定する（操舵状態判定、ステップ１０２及びステップ１０３）。具体的には、こ
の操舵状態判定を実行する判定手段としてのセルフステア抑制制御部３２は、前回の演算
周期において取得した操舵角θsの値を操舵角前回値θs_bとして保持する機能を有してい
る。そして、上記ステップ１０２及びステップ１０３における操舵状態判定は、その操舵
角θsと操舵角前回値θs_bとの差分（θs－θs_b）を求めることにより行なわれる。
【００６７】
　即ち、上記ステップ１０１において、「右切り」と判定された場合（θs＞０、ステッ
プ１０１：ＹＥＳ）、そのステアリング操作の状態は、操舵角θsと操舵角前回値θs_bと
の差分が「正」である場合（θs－θs_b＞０）には「切り込み」であり、「負」である場
合（θs－θs_b＜０）には「切り戻し」となる。
【００６８】
　また、上記ステップ１０１において、「左切り」と判定された場合（θs＜０、ステッ
プ１０１：ＮＯ）、そのステアリング操作の状態は、操舵角θsと操舵角前回値θs_bとの
差分が「負」である場合（θs－θs_b＜０）には「切り込み」であり、「正」である場合
（θs－θs_b＞０）には「切り戻し」となる。尚、本実施形態では、その差分の値が「０
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」である場合には、ステアリング操作の状態は「切り戻し」であるものとして取り扱われ
る。
【００６９】
　そして、セルフステア抑制制御部３２は、このステップ１０２及びステップ１０３の操
舵状態判定において、ステアリング操作の状態が「切り戻し」であると判定した場合（ス
テップ１０２：ＮＯ、又はステップ１０３：ＮＯ）には、その抑制ゲインＫslfとして「
０」を演算する（ステップ１０４）。
【００７０】
　また、右切り時（ステップ１０１：ＹＥＳ）、ステアリング操作の状態が「切り込み」
であると判定した場合（ステップ１０２：ＹＥＳ）には、上記「右切時」用のマップ３２
ａ（図３（ａ）参照）を用いたマップ演算の実行により、抑制ゲインＫslfを演算する（
ステップ１０５）。そして、左切り時（ステップ１０１：ＮＯ）、ステアリング操作の状
態が「切り込み」であると判定した場合（ステップ１０３：ＹＥＳ）には、上記「左切時
」用のマップ３２ｂ（図３（ｂ）参照）を用いたマップ演算の実行により、抑制ゲインＫ
slfを演算する（ステップ１０６）。
【００７１】
　そして、本実施形態では、このようにして上記ステップ１０４～ステップ１０６の何れ
かにおいて演算された抑制ゲインＫslfが、上記代替アシスト制御量Ｉsb*に乗算されるこ
とにより、トーションバー１７の共振を抑えつつ、そのセルフステア抑制制御が実行され
るようになっている。
【００７２】
　以上、本実施形態によれば、以下のような作用・効果を得ることができる。
　（１）マイコン２１（セルフステア抑制制御部３２）は、過剰アシスト力により転舵が
ステアリング操作に先行する所謂セルフステアの有無を判定し、当該セルフステアが発生
している場合には、抑制ゲインＫslfとして「０」を演算することにより、その操舵系に
付与するアシスト力を停止する。また、マイコン２１は、上記セルフステア判定及び抑制
ゲインＫslfの演算に先立って、そのステアリング操作の状態（操舵状態）が、操舵角θs
の絶対値を減少させる所謂「切り戻し」状態であるか否かを判定する。そして、切り戻し
状態であると判定した場合には、セルフステアの如何に関わらず上記抑制ゲインＫslfと
して「０」を演算することにより、そのアシスト力付与を停止する。
【００７３】
　即ち、トーションバー１７の共振によりステアリング２の振動を伴いつつセルフステア
が進行する場合には、そのステアリング操作の状態が、操舵角θsの絶対値を増大させる
所謂「切り込み」と上記「切り戻し」との間でに切り替わる状況となる。しかしながら、
操舵角θsに基づく代替アシスト制御の実行時には、その操舵角θsの発生方向に対してア
シスト力が付与される。このため、ステアリング操作の方向に関わらずセルフステアの解
消とほぼ同時に、切り込み方向のアシスト力が付与されることになり、その結果、トーシ
ョンバー１７の共振が助長され、その切り込み方向のセルフステアが、より一層、進行し
てしまう。
【００７４】
　この点、上記構成によれば、少なくとも切り戻し状態である場合には、その切り込み方
向にセルフステアの発生させるアシスト力は付与されない。その結果、トーションバーの
共振を抑えることができ、ひいては、その切り込み方向におけるセルフステアの進行を抑
制することができる。また、併せて、転舵輪７に作用する逆入力応力により生ずる操舵系
の振動も抑えることができる。
【００７５】
　（２）セルフステア抑制制御部３２は、操舵角θsから換算舵角θcnvを減算した値であ
る舵角差分値θdfに基づいて（θdf＝θs－θcnv）、上記セルフステア判定及び抑制ゲイ
ンＫslfを演算する。そして、マイコン２１は、その舵角差分値θdfに対し、位相遅れフ
ィルタ３６ａ及び位相進みフィルタ３６ｂを用いた位相補償制御（位相進み遅れ補償）を
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実行する位相補償制御部３６を備える。
【００７６】
　上記構成によれば、そのトーションバー１７の共振が顕著となる共振周波数帯域におけ
る舵角差分値θdf´の急峻な変化を抑えることができ、これにより、制御の安定化を図る
ことができる。その結果、トーションバーの共振を抑えて、セルフステアの進行を抑制す
ることができる。また、併せて、転舵輪７に作用する逆入力応力により生ずる操舵系の振
動も抑えることができる。
【００７７】
　なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
　・上記実施形態では、本発明を所謂コラム型のＥＰＳ１に具体化したが、本発明は、所
謂ピニオン型やラックアシスト型のＥＰＳに適用してもよい。
【００７８】
　・上記実施形態では、切り戻し状態であると判定した場合には、セルフステアの如何に
関わらず上記抑制ゲインＫslfとして「０」を演算することにより、そのアシスト力付与
を停止することとした。しかし、「停止」に限らず、そのアシスト力付与の「低減」によ
っても、その低減の程度に応じた同様の効果を得ることができる。具体的には、その付与
するアシスト力を「ゼロ」、即ち、停止に近い状態にまで低減した場合に、より顕著な効
果を得ることができる。
【００７９】
　また、その実行手順は、例えば、図６のフローチャートに示すようにするとよい。即ち
、同図に示すように、操舵角θsに基づく代替アシスト制御が実行されている場合には（
ステップ２０１：ＹＥＳ）、先ず、そのステアリング操作の状態が「切り込み」「切り戻
し」（或いは「保舵」）の何れであるかを判定する（操舵状態判定、ステップ２０２）。
そして、その操舵状態判定の結果が「切り戻し」である場合（ステップ２０３：ＹＥＳ）
には、上記のようなアシスト力を低減する制御を実行する（ステップ２０４）。
【００８０】
　尚、このステップ２０４におけるアシスト力の低減は、上記代替アシスト制御量Ｉsb*
に乗算する抑制ゲインＫslfとして適当な値（１．０～０）を演算してもよく、当該抑制
ゲインＫslfを乗算する前の段階において、別途、同様の低減ゲインを演算して掛け合わ
せる等、その他の方法により行なってもよい（図２参照）。
【００８１】
　そして、セルフステア判定を実行し（ステップ２０５）、その判定結果がセルフステア
の発生を示す場合（ステップ２０６：ＹＥＳ）には、操舵系に対するアシスト力付与を停
止し（ステップ２０７）、セルフステアの発生を否定する場合には、そのアシスト力付与
を継続するとよい（ステップ２０８）。
【００８２】
　また、上記ステップ２０３において、その操舵状態判定の結果が「切り戻し」以外であ
ると判定した場合（ステップ２０３：ＮＯ）には、上記ステップ２０４の処理は実行しな
い。そして、上記ステップ２０１において、通常制御中であると判定した場合（ステップ
２０１：ＮＯ）には、上記ステップ２０２～ステップ２０７の処理を実行することなく、
ステップ２０８において、その操舵系に対するアシスト力付与を継続する（ステップ２０
８）。尚、この場合において継続されるアシスト制御は、操舵トルクτを基礎として演算
される基本アシスト制御量Ｉas*に基づくものであることはいうまでもない。
【００８３】
　・上記実施形態では、操舵角θsの発生方向に対応して設計された二つのマップ３２ａ
，３２ｂを用いてマップ演算を行なうことにより、そのセルフステア判定と抑制ゲインＫ
slfとを同時に処理する構成とした。しかし、これに限らず、その他の任意の方法により
、セルフステア判定、及び抑制ゲインＫslfの演算を含むアシスト力の低減をそれぞれ行
なう構成であってもよい。
【００８４】
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　・上記実施形態では、モータ１２の回転角センサ２４を用いて、トーションバー１７よ
りも転舵輪７側の第２の舵角を検出する第２舵角検出手段を構成した。しかし、これに限
らず、例えば、トルクセンサ１４として、トーションバーの両端に設けられた一対のレゾ
ルバからなる所謂ツインレゾルバ型を採用している場合において、その転舵輪７側の回転
角センサが正常であることの確認が可能であれば、その回転角センサを用いて第２舵角検
出手段を構成してもよい。
【００８５】
　・上記実施形態では、操舵角θsの符号（θs＝０がステアリング中立位置）に基づいて
、「右切り」「左切り」を判定することした。しかし、これに限らず、例えば、ステアリ
ング中立位置付近に不感帯を設定する等、その値を判定条件に用いてもよい。また、トル
クセンサ１４に異常が発生した後においても、その暫定的に操舵トルクの検出が可能であ
る場合には、その暫定的に検出された操舵トルクを判定に用いてもよい。尚、このような
状況は、例えば、特開２００３－１４９０６２号公報に示されるような磁気検出素子とセ
ンサ素子に用いたトルクセンサを採用し、且つそのセンサ素子の多重化により検出精度を
担保している場合に起こり得る。即ち、このような構成であれば、何れかのセンサ素子が
故障し、高精度の操舵トルク検出ができなくなった状況においても、精度さえ問わなけれ
ば、残るセンサ素子の出力信号を用いて暫定的に操舵トルクを検出することが可能である
。
【００８６】
　・上記実施形態では、そのステアリング操作の状態が、操舵角θsの絶対値を減少させ
る所謂「切り戻し」状態であるか否かの判定（操舵状態判定）は、前回の演算周期におい
て取得した操舵角θsの値を操舵角前回値θs_bとして保持し、操舵角θsとその操舵角前
回値θs_bとの差分（θs－θs_b）を求めることにより行なうこととした。しかし、これ
に限らず、操舵速度ωs、或いは上記暫定的に検出された操舵トルク等を操舵状態判定に
用いてもよい。これにより、その判定精度を向上させることができる。
【００８７】
　・上記実施形態では、切り戻し状態である場合には、アシスト力付与を停止させるとと
もに、そのセルフステア判定及び抑制ゲイン演算の基礎とする舵角差分値θdfについて（
θdf＝θs－θcnv）、位相遅れフィルタ３６ａ及び位相進みフィルタ３６ｂを用いた位相
補償制御（位相進み遅れ補償）を実行することとした。しかし、これに限らず、上記切り
戻し状態におけるアシスト力付与の停止、又は舵角差分値θdfについての位相補償制御の
何れか一方のみを行なう構成としてもよい。
【００８８】
　・また、位相補償制御を行なわない場合には、必ずしも、そのセルフステア判定及び抑
制ゲインＫslfの演算に舵角差分値θdfを用いなくともよい。即ち、セルフステア判定は
、第１の舵角としての操舵角θsの変化と第２の回転角である換算舵角θcnvの変化との比
較において、当該換算舵角θcnvの変化がトーションバー１７を挟んでステアリング２側
の回転角である操舵角θsの変化に先行する否かに基づいて実行可能であるからである。
【００８９】
　・上記実施形態では、舵角差分値θdfに対する位相補償制御として位相進み遅れ補償を
実行することとした。この点について、位相進み遅れ補償の方が、より好ましい結果が得
られることはいうまでもないが、ローパスフィルタ等を用いた位相遅れ補償のみを行なう
こととしても、舵角差分値θdfの急峻な変化を抑えて、トーションバーの共振防止、及び
それに伴うセルフステアの進行について、一定の効果を得ることができる。
【００９０】
　・上記実施形態では、ＥＰＳアクチュエータ１０の駆動源であるモータ１２には、ブラ
シレスモータを用いることとした。しかし、これに限らず、ブラシ付の直流モータを用い
る構成に適用してもよい。尚、その場合、第２舵角検出手段については、ツインレゾルバ
型トルクセンサの転舵輪側の回転角センサを用いる、或いは車輪速に基づき推定される転
舵輪の舵角を用いる等とすればよい。
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【００９１】
　・上記実施形態では、操舵角θsから換算舵角θcnvを減算することにより舵角差分値θ
dfが演算される（θdf＝θs－θcnv）こととしたが、反対に、換算舵角θcnvから操舵角
θsを減算することにより舵角差分値θdfを演算（θdf＝θcnv－θs）する構成としても
よい。尚、この場合、上記実施形態との比較において、その符号の取り扱いが反転するこ
とはいうまでもない。
【符号の説明】
【００９２】
　１…電動パワーステアリング装置（ＥＰＳ）、２…ステアリング、３…ステアリングシ
ャフト、３ａ…コラムシャフト、１０…ＥＰＳアクチュエータ、１１…ＥＣＵ、１２…モ
ータ、１４…トルクセンサ、１４ａ，１４ｂ…センサ素子、１６…ステアリングセンサ、
１７…トーションバー、２１…マイコン、２２…駆動回路、２４…回転角センサ、２５…
電流指令値演算部、２６…モータ制御信号出力部、２７…基本アシスト制御部、２９…操
舵トルク検出部、３０…代替アシスト制御部、３１…切替制御部、３２…セルフステア抑
制制御部、３２ａ，３２ｂ…マップ、３３…換算舵角演算部、３４…乗算器、３５…減算
器、３６…位相補償制御部、３６ａ…位相遅れフィルタ、３６ｂ…位相進みフィルタ、Ｉ
*…電流指令値、Ｉas*…基本アシスト制御量、Ｉsb*…代替アシスト制御量、τ…操舵ト
ルク、Ｓa，Ｓb…センサ信号、Ｓtr…異常検出信号、Ｋslf…抑制ゲイン、θs…操舵角、
θs_b…操舵角前回値、θm…回転角、θcnv…換算舵角、θdf，θdf´…舵角差分値。

【図１】 【図２】
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